
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

第
一
条
に
よ
る
改
正
関
係

一

競
走
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
委
託
に
係
る
規
制
の
緩
和

施
行
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
競
走
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
他
の
地
方
公
共
団
体

、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
会
又
は
私
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

二

場
外
発
売
場
の
設
置
許
可

舟
券
の
発
売
等
の
用
に
供
す
る
施
設
を
競
走
場
外
に
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
当
該
許
可
を
受
け
て
設
置
さ
れ
た
施
設
を
移
転
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
の
二
関
係
）

三

入
場
料
徴
収
義
務
規
定
の
見
直
し

施
行
者
は
、
競
走
場
内
の
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け

た
場
合
に
は
、
入
場
料
の
徴
収
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

四

勝
舟
投
票
類
似
の
行
為
の
特
例



施
行
者
の
職
員
は
、
第
二
十
七
条
第
二
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
勝
舟
投
票
類
似
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
三
関
係
）

五

払
戻
金
の
見
直
し

勝
舟
投
票
の
的
中
者
に
対
す
る
払
戻
金
の
金
額
を
、
そ
の
競
走
に
つ
い
て
の
舟
券
の
売
上
金
の
額
の
百
分
の
七
十
五
以

上
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
率
以
下
の
範
囲
内
で
施
行
者
が
定
め
る
率
に
相
当
す
る
金
額
を
当
該
勝
舟
に
対
す
る
各
舟
券

に
按
分
し
た
金
額
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

あ
ん

六

重
勝
式
勝
舟
投
票
法
の
導
入

１

勝
舟
投
票
法
の
種
類
に
重
勝
式
勝
舟
投
票
法
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
四
関
係
）

２

重
勝
式
勝
舟
投
票
法
の
種
別
で
あ
つ
て
勝
舟
の
的
中
の
割
合
が
低
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（

以
下
「

に
つ
い
て
の
勝
舟
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場
合
に
お
け
る
売
上
金
は

指
定
重
勝
式
勝
舟
投
票
法
」
と
い
う
。
）

そ
の
金
額
の
百
分
の
七
十
五
以
上
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
率

の
範
囲
内
で
施
行
者
が
定
め
る
率
に
相
当
す
る

、

以
下

金
額
を
、
当
該
指
定
重
勝
式
勝
舟
投
票
法
と
同
一
の
種
別
の
指
定
重
勝
式
勝
舟
投
票
法
の
勝
舟
投
票
で
あ
つ
て
そ
の
後



最
初
に
的
中
者
が
あ
る
も
の
に
係
る

と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
の
二
関
係
）

払
戻
金
と
し
て
加
算
す
る
も
の

七

日
本
船
舶
振
興
会
へ
の
交
付
金
の
特
例

１

施
行
者
は
、
日
本
船
舶
振
興
会
に
交
付
す
べ
き
交
付
金
の
交
付
を
法
定
期
間
内
に
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き

は
、
当
該
交
付
金
の
交
付
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
交
付
の
期
限
の
延

長
を
し
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

１
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
施
行
者
は
、
そ
の
競
走
の
事
業
の
収
支
の
状
況
及
び
そ
の
改
善
に
必
要
な
方
策
そ
の
他

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
事
業
収
支
改
善
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
二
関
係
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
交
付
の
期
限
の
延
長
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
施
行
者
の
競
走
の
事
業
の
収
支
が
著

し
く
不
均
衡
な
状
況
等
に
あ
り
、
か
つ
、
事
業
収
支
改
善
計
画
の
確
実
な
履
行
を
通
じ
て
、
競
走
の
事
業
の
収
支
の
改

善
及
び
こ
れ
に
よ
る
交
付
金
の
安
定
的
な
交
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
限
り
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
三
関
係
）

４

施
行
者
は
、
交
付
金
の
交
付
の
期
限
を
延
長
し
て
も
な
お
期
限
内
に
当
該
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難



な
と
き
は
、
交
付
金
の
交
付
の
期
限
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
九
条
の
四
関
係
）

八

日
本
船
舶
振
興
会
へ
の
交
付
金
に
係
る
別
表
の
見
直
し

施
行
者
が
日
本
船
舶
振
興
会
に
交
付
す
べ
き
交
付
金
の
額
を
定
め
た
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
改
め
る
こ
と
。

（
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
関
係
）

九

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

第
二
条
に
よ
る
改
正
関
係

一

船
舶
等
振
興
機
関
の
指
定

国
土
交
通
大
臣
は
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
、
船
舶
用
機
関
及
び
船
舶
用
品
の
製
造
に
関
す
る
事
業
並
び
に

海
難
防
止
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
海
事
に
関
す
る
事
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
に
よ
り
海
に
囲
ま
れ
た
我
が
国
の
発

展
に
資
し
、
あ
わ
せ
て
観
光
に
関
す
る
事
業
及
び
体
育
事
業
そ
の
他
の
公
益
の
増
進
を
目
的
と
す
る
事
業
の
振
興
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
、
二
の
業
務
（
以
下
「
船
舶
等
振
興
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
し
一
定

の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
船
舶
等
振
興
機
関
と
し
て
指



定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

二

船
舶
等
振
興
機
関
の
業
務

船
舶
等
振
興
機
関
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
、
船
舶
用
機
関
及
び
船
舶
用
品
の
製
造
に
関
す
る
事
業
の
振
興
に
必
要
な
資
金
の

融
通
の
た
め
、
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
に
対
し
、
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

２

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
、
船
舶
用
機
関
及
び
船
舶
用
品
の
製
造
に
関
す
る
事
業
並
び
に
海
難
防
止
に
関
す

る
事
業
そ
の
他
の
海
事
に
関
す
る
事
業
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
業
の
振
興
を
目
的
と
す
る
事
業
を
補
助
す
る
こ
と
。

３

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
、
船
舶
用
機
関
及
び
船
舶
用
品
の
製
造
に
関
す

る
事
業
並
び
に
海
難
防
止
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
海
事
に
関
す
る
事
業
の
振
興
を
図
る
た
め
必
要
な
業
務

４

観
光
に
関
す
る
事
業
及
び
体
育
事
業
そ
の
他
の
公
益
の
増
進
を
目
的
と
す
る
事
業
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
業
の
振
興
を

目
的
と
す
る
事
業
を
補
助
す
る
こ
と
。

５

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
観
光
に
関
す
る
事
業
及
び
体
育
事
業
そ
の
他
の
公
益
の
増
進
を
目
的
と
す
る
事
業
の

振
興
を
図
る
た
め
必
要
な
業
務



６

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
受
入
れ
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

三

補
助
の
業
務
の
適
正
な
実
施

船
舶
等
振
興
機
関
は
、
二
２
及
び
４
の
補
助
を
公
正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に

、
船
舶
等
振
興
機
関
か
ら
補
助
を
受
け
て
事
業
を
行
う
者
は
、
認
可
を
受
け
た
船
舶
等
振
興
業
務
規
程
及
び
当
該
補
助
の

目
的
に
従
つ
て
、
誠
実
に
当
該
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
四
関
係
）

四

監
督

船
舶
等
振
興
機
関
は
、
船
舶
等
振
興
業
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
船
舶
等
振
興
業
務
の
開
始
前
に
、
国
土
交
通
大
臣

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
の
五
か
ら
第
二
十
二
条
の
十
四
ま
で
関
係
）

五

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

第
三
条
関
係

一

競
走
実
施
機
関
の
指
定



国
土
交
通
大
臣
は
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
の
公
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団

法
人
で
あ
つ
て
、
二
の
業
務
（
以
下
「
競
走
実
施
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
し
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
つ
て
、
競
走
実
施
機
関
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

（
第
三
十
二
条
関
係
）

二

競
走
実
施
機
関
の
業
務

競
走
実
施
機
関
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

競
技
関
係
事
務
を
行
う
こ
と
。

２

選
手
、
競
走
に
使
用
す
る
ボ
ー
ト
及
び
モ
ー
タ
ー
、
審
判
員
並
び
に
検
査
員
の
登
録
を
行
う
こ
と
。

３

選
手
の
出
場
の
あ
つ
せ
ん
を
行
う
こ
と
。

４

選
手
、
審
判
員
及
び
検
査
員
の
養
成
及
び
訓
練
を
行
う
こ
と
。

５

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
競
走
の
公
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
業
務

（
第
三
十
三
条
関
係
）

三

監
督



競
走
実
施
機
関
は
、
競
走
実
施
業
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
競
走
実
施
業
務
の
開
始
前
に
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
関
係
）

四

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日

か
ら
、
第
三
の
規
定
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
附
則
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
附
則
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
附
則
第
十
七
条
関
係
）


